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平成２９年度普通交付税（東京都市町村分）の算定結果について 

 

 

平成２９年度の普通交付税について、本日、各地方公共団体に対する交付額が決定し、総務大臣から

閣議報告がなされたので、東京都市町村分について下記のとおりお知らせします。 

なお、今回決定された普通交付税の全国交付決定総額は 15兆 3,501億円、そのうち市町村分は 

７兆 977億円であり、前年度の決定額に比べ 413億円、0.6％の減となっています。 

 

記 

 

１ 東京都市町村分（３９団体）の普通交付税決定状況 

（１） 東京都市町村分の交付決定総額は 457億 67百万円で対前年度比 23億 40百万円、5.4％の増 

（２） 基準財政需要額は 6,137億 25百万円、対前年度比 0.4％の減 

①  主な増要素 

・ 「ニッポン一億総活躍プラン」に基づく保育士等の処遇改善に対応した社会福祉費等の増 

・  平成 27年国勢調査において高齢者人口が増加したことに伴う高齢者保健福祉費の増 

② 主な減要素 

・ 臨時財政対策債振替額の増に伴う減 

・ トップランナー方式の推進による歳出効率化を反映した減 

・ 地域経済・雇用対策費の減 

（３） 基準財政収入額は 6,061億 94百万円、対前年度比 1.3％の減 

①  主な増要素 

・ 給与所得の増等による市町村民税所得割の増 

・ 固定資産税（家屋）の増 

②  主な減要素 

・ 地方消費税交付金、利子割交付金及び株式等譲渡所得割交付金の減 

・ 市町村民税法人税割の減 

（４） 基準財政需要額・基準財政収入額等総括表 

               （単位：百万円、％） 

 注）表示単位未満を四捨五入しているため、項目ごとの数値の差と増減額が一致しない場合がある。 

 

 

区   分 平成２９年度 平成２８年度 増減額 増減率 

39

団

体 

基準財政需要額 613,725 615,971 △2,247 △0.4 

基準財政収入額 606,194 614,363 △8,170 △1.3 

交 付 決 定 額 
29団体 

45,767 

28団体 

43,427 

１団体 

2,340 
   5.4 

（参考）全国交付決定総額 

（うち市町村分） 

15兆 3,501億円 

 （7兆 977億円） 

15兆 6,983億円 

  （7兆 1,390億円） 

△3,482億円 

（△413億円） 

 △2.2 

 （△0.6） 

臨時財政対策債 

発行可能額 
29,559 22,510 7,050  31.3 



 

 

（５） 東京都内市町村の交付団体は３９団体（２６市１３町村）のうち２９団体（１７市１２町村） 

 

   ＜交付団体・不交付団体の推移＞ 

年度 交付団体 不交付団体 

平成２１年度 ２３団体（１１市１２町村） １６団体（１５市１町） 

平成２２年度 ３１団体（１９市１２町村） ８団体（ ７市１町） 

平成２３年度 ３３団体（２０市１３町村）    ６団体（ ６市） 

平成２４年度 ３３団体（２０市１３町村）    ６団体（ ６市） 

平成２５年度 ３３団体（２０市１３町村）    ６団体（ ６市） 

平成２６年度 ３３団体（２０市１３町村）    ６団体（ ６市） 

平成２７年度 ２９団体（１７市１２町村） １０団体（ ９市１町） 

平成２８年度 ２８団体（１６市１２町村） １１団体（１０市１町） 

平成２９年度 ２９団体（１７市１２町村） １０団体（ ９市１町） 

（団体名） 

 

八王子市、青梅市、昭島市、町田市、 

小平市、日野市、東村山市、福生市、 

狛江市、東大和市、清瀬市、 

東久留米市、武蔵村山市、稲城市、 

羽村市、あきる野市、西東京市、 

日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、

利島村、新島村、神津島村、三宅村、

御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、 

小笠原村 

（※下線は平成 29 年度に交付となっ

た団体） 

 

立川市、武蔵野市、三鷹市、 

府中市、調布市、小金井市、 

国分寺市、国立市、多摩市、 

瑞穂町 

 

   ※各年度、当初算定における交付・不交付団体数を記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

総務局行政部市町村課 

ダイヤルイン ０３－５３８８－２４３３ 



 

 

 

 

   

 ○ 地方交付税について 
 

地方交付税とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定

の行政サービスを提供できるよう、地方の固有財源として、地方公共団体に対して交付され

るもの 

 

＜地方交付税の種類＞ 
 

   普通交付税 財源不足団体に対し交付 
 

特別交付税 普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付 

 

＜普通交付税の算定方法＞ 
 
    普通交付税額   ≒ 基準財政需要額 － 基準財政収入額 ＝ 財源不足額（交付基準額） 
 

基準財政需要額 ＝ 単位費用（法定）× 測定単位（国調人口等）× 補正係数（寒冷補正等） 

※ 各地方団体の標準的な財政需要を合理的に測定 
 

基準財政収入額 ＝ 標準的税収入見込額 × 基準税率（７５％） 

※ 各地方団体の標準的な財政力を合理的に測定 

 

○ 臨時財政対策債について 
 

臨時財政対策債は、国の地方財政対策において、財源不足対策として、従来の交付税特

別会計による方式にかえて、地方財政法第５条の特例となる地方債として発行するとされ

たもので、算定された発行可能額相当額が基準財政需要額から除かれる。したがって、臨

時財政対策債発行可能額が増加するほど基準財政需要額が減り、財源不足額が減少する。

（その結果、普通交付税が減少する。） 

なお、臨時財政対策債の元利償還金相当額については、翌年度以降の基準財政需要額に

全額算入されることとなっている。 

 

＜臨時財政対策債のしくみ＞ 
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 基準財政需要額が 

圧縮され、 

財源不足額が 

減少する 


